
発議第２号 

 

労働者保護のための規則の整備を求める意見書 

 

 我が国は、働く者の九割が雇用関係のもとで働く「雇用社会」であり、その

中で雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことがで

きる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持

続的な成長のために必要である。 

 にもかかわらず、今、政府内では、解雇の金銭解決制度やホワイトカラー・

イグゼンプションの導入、限定正社員制度の普及、一部では労働者保護の後退

を招きかねない労働者派遣法の見直しなどの議論がなされている。議論の過程

においては、働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されるもので

はなく、むしろ政府が掲げる経済の好循環を推し進める労働者を保護するルー

ルの審議が求められている。 

 また、雇用、労働政策は、国際労働機関（ILO）の三者構成の原則に基づき労

働政策審議会において議論すべきであり、国際基準から逸脱したものとなって

はならない。 

よって、政府におかれては、今後労働者保護のルールの整備を図るよう、次

の事項について強く求めるものである。 

 

記 

 

（１）不当な解雇として裁判で勝訴しても企業が金銭さえ払えば職場復帰の道

を閉ざされてしまう解雇の金銭解決制度や、解雇しやすい正社員を増やす

懸念のある限定正社員制度の普及、並びに長時間労働を誘発するおそれの

あるホワイトカラー・イグゼンプションの導入などは、労働者の実態を踏

まえ、慎重な審議を尽くすこと。 

 

（２）低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正では

なく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向け、努

力すること。 

 

（３）雇用・労働政策にかかわる議論は、ILO の三者構成主義にのっとって、

労働者代表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会

で行うこと。 


